
世界自動車博物館会議日本大会実行委員会規程 新旧対照表 

旧 新 

 

世界自動車博物館会議日本大会実行委員会規程 

 

令和３年６月２日 制  定 
 
 

 

第１条～第３条 省略 

 
（委員長、副委員長） 
第４条 委員会に、委員長 1 名、副委員長 1 名を置く。 
２ 委員長は、全国科学博物館協議会理事長が指名する。  
３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 
 

第５条～第９条 省略 

 

附 則 省略 

 

 

世界自動車博物館会議日本大会実行委員会規程 

 

令和３年６月２日 制  定 
令和５年７月６日 一部改正 

 

 

第１条～第３条 省略（現行どおり） 
 
（委員長、副委員長） 
第４条 委員会に、委員長 1 名、副委員長 1 名 以上 を置く。 
２ 委員長は、全国科学博物館協議会理事長が指名する。  
３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 
 
第５条～第９条 省略（現行どおり） 

 
附 則 省略（現行どおり） 

 

附 則 

 この規程は、令和５年７月６日から施行する。 

 

資料７ 


